
 

 

 

平成２７年３月２７日 

総 合 政 策 局 

＜環境省・農林水産省同発表＞ 

「外来種被害防止行動計画」の公表について 

（お知らせ） 
 

 

 

 

 

 

１.背景 

平成22年10月に名古屋で開催された生物多様性条約第10回締約国会議において、「202

0年までに侵略的外来種とその定着経路を特定し、優先度の高い種を制御・根絶すること」

等を掲げた愛知目標が採択されました。 

平成 24年９月に閣議決定された「生物多様性国家戦略 2012-2020」においては、愛知

目標を踏まえ、防除の優先度の考え方を整理し、計画的な防除等を推進するとともに、

各主体における外来種対策に関する行動や地域レベルでの自主的な取組を促すための行

動計画を策定することを国別目標の一つとしました。 

これを受けて、環境省、農林水産省及び国土交通省では、平成 24年度から有識者から

構成される会議を設置し、「外来種被害防止行動計画」（以下、「行動計画」という。）の

検討を進めてきました。 

行動計画では、さまざまな社会活動（生活、経済等）の中に、外来種問題を取り組む

べき主要な課題として対策を組み込んでいく（主流化する）ための基本的な考え方、国、

地方自治体、民間団体、企業、研究者、国民等の多様な主体が外来種対策に取り組むに

当たっての行動指針、それらを踏まえた国の具体的な行動を示しています。これにより、

我が国の外来種対策を総合的かつ効果的に推進し、我が国の生物多様性の保全及び、持

続的な利用を目指すことを目的としています。 

本計画では、上記の目的を達成するため、「８つの基本的な考え方」、「各主体の役割と

行動指針」を整理するとともに、「国として実施すべき行動（計127個）と2020年までの

行動目標（８つ）」を設定しました。 

 

２．外来種被害防止行動計画のポイント 

（１）外来種対策を推進するため８つの基本的な考え方を整理 

① 外来種対策における普及啓発・教育の推進と人材の育成 

② 優先度を踏まえた外来種対策の推進 

環境省、農林水産省及び国土交通省では、我が国の外来種対策を推進するため、2020

年までの国の行動目標等を定めた「外来種被害防止行動計画」を策定・公表しました

ので、お知らせします。 



③ 侵略的外来種の導入の防止(予防) 

④ 効果的、効率的な防除の推進 

⑤ 国内由来の外来種への対応 

⑥ 同種の生物の導入による遺伝的攪乱への対応 

⑦ 情報基盤の構築及び調査研究の推進 

⑧ その他の対策 

 

（２）外来種対策に関係する各主体の役割と行動指針を設定 

① 国 

外来生物法に基づく行為規制や水際対策の強化、外来種に関するリスト作成による

優先すべき防除対象の明確化。侵入初期、生物多様性保全上重要な地域における防除

の実施 等 

② 地方自治体 

地域の外来種に関する条例、リストの作成による優先すべき防除対象の明確化。地

域の生物多様性保全等の観点からの外来種対策の実施 等 

③ 国民 

外来種被害予防三原則の遵守 等 

④ その他（事業者、メディア等関係者、NPO・NGO等民間団体、自然系博物館等、教

育機関、研究者等）についても整理 

 

（３）国として実施すべき行動と2020年までの行動目標を設定 

① 国として実施すべき行動 

（例） 

 理解の段階を考慮した普及啓発の実施 

 優先度を踏まえた対策を推進するため、地域における条例等の策定の促進 

 分布情報の発信と効果的な防除手法の確立 

 生物多様性保全上特に重要な地域の防除や、情報共有、連携・強化の 

ため、地方ブロックごとの連絡会議の開催 等 

② 個別の行動目標 

（例） 

 外来種問題の認知度の向上 

 外来種に関する条例の策定自治体数の増加 

 2022（平成34）年までに奄美大島等からマングース根絶の達成など、国レベルで

の根絶・封じ込めの達成 

 主要な侵略的外来種についてリアルタイムな分布情報の把握とウェブサイト上

での公開 等 

 

３．意見募集（パブリックコメント）の結果 

行動計画の案に係る意見募集（パブリックコメント）を、平成 26年 12月 12日から平

成 27 年１月 11 日に実施しました。意見提出のあった個人・団体の数は 292 件であり、



延べ意見数は 731件でした（参考２－１、２－２）。 

 

４．外来種被害防止行動計画の入手方法 

環境省ウェブサイト（http://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/koudou.html）

をご覧ください。 

 

５．添付資料 

・資料１  ：外来種被害防止行動計画の概要 

・資料２  ：外来種被害防止行動計画 

・付録資料 ：外来種被害防止行動計画の検討の経緯と検討体制 

     ：用語集 

：関係条約法令一覧 

：外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置 

について（意見具申） 

：我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト 

作成の基本方針 

：生物多様性国家戦略2012-2020「100年計画」における外来種 

に関する記述の抜粋 

 

・参考１  ：外来種被害防止行動計画パンフレット 

・参考２－１：パブリックコメント実施結果の概要 

・参考２－２：意見と対応 

                       

 

 

お問い合わせ先 

総合政策局環境政策課 

課長補佐：池田（内線 24331） 

代表：03-5253-8111 

直通：03-5253-8262 

FAX ：03-5253-1550 

 

 


